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国
民
健
康
保
険
の

　

所
得
申
告

　

国
民
健
康
保
険
料
を
算
定

す
る
た
め
に
、
令
和
３
年
分

の
所
得
申
告
が
必
要
な
か
た

へ
所
得
申
告
書
を
送
付
し
ま

す
。

　

軽
減
判
定
の
際
に
も
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
期
限
ま

で
に
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

期
限　

５
月
23
日(

月)

申
告
・
問
合
せ
先　

国
保
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
１

　　

国
民
年
金
の

　

任
意
加
入
制
度
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
か
た(

厚
生
年
金
保
険
加

入
者
な
ど
を
除
く)

は
国
民
年
金

に
加
入
し
、
40
年
間
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
で
満
額
の
老
齢
基

礎
年
金
を
65
歳
か
ら
受
給
で
き

ま
す
。

　

し
か
し
過
去
に
、
国
民
年
金

に
加
入
し
な
か
っ
た
期
間
や
保

険
料
を
納
め
忘
れ
た
期
間
、
免

除
・
猶
予
さ
れ
た
期
間
が
あ
る

た
め
に
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金

(

今
年
度
は
年
額
77
万
７
８
０
０

円)

を
受
給
で
き
な
い
か
た
や
、

受
給
資
格
期
間(

保
険
料
を
納
め

た
期
間
と
免
除
・
猶
予
さ
れ
た

期
間
の
合
計
が
原
則
10
年
以
上)

を
満
た
し
て
い
な
い
か
た
な
ど

は
、
申
出
に
よ
り
60
歳
以
降
で

も
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
任
意
加
入
の
期
間
は
、

申
出
の
月
か
ら
、
年
金
額
を
増

や
し
た
い
か
た
は
65
歳
ま
で
、

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い

な
い
か
た
は
70
歳
ま
で
で
す
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

　

国
民
年
金
保
険
料
の 

　

納
め
忘
れ
は

　

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く

と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
や

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

今
年
度
の
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
５
９
０
円
で
す
。
納
め

た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
、
税

金
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

納
付
が
済
ん
で
い
な
い
か
た

は
必
ず
納
め
て
く
だ
さ
い
。
納

め
忘
れ
が
な
く
、
納
付
の
手
間

が
か
か
ら
な
い
口
座
振
替
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事
務
所

☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１
１
２

２
　

国
民
年
金
保
険
料
の

　

法
定
免
除
制
度

　

次
の
か
た
は
、
届
出
に
よ
り

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ

ま
す
。

①
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
を
受

け
て
い
る
か
た

②
障
害
基
礎
年
金
な
ら
び
に
被

用
者
年
金
の
障
害
年
金(

２
級

以
上)

を
受
け
て
い
る
か
た

③
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
な

ど
で
療
養
し
て
い
る
か
た

　

該
当
す
る
か
た
は
「
国
民
年

金
保
険
料
免
除
事
由(

該
当
・

消
滅)

届
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い(

該
当
し
な
く
な
っ
た
場

合
も
同
じ
届
出
が
必
要)

。

　

な
お
、
免
除
期
間
の
老
齢
基

礎
年
金
の
額
は
、
平
成
21
年
３

月
以
前
の
期
間
は
１
カ
月
あ
た

り
３
分
の
１
、
平
成
21
年
４
月

以
降
の
期
間
は
１
カ
月
あ
た
り

２
分
の
１
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

　

視
覚
障
害
者
の

　

た
め
の
教
養
講
座

　

「
ホ
ッ
と
ワ
ー
ク
」

　
　
　

　

女
声
コ
ー
ラ
ス
「
コ
ー

ル
シ
ェ
ル
」
に
よ
る
美
し

い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
24
日(

火)

午

前
10
時
～
正
午

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
２
２
２

  

青
い
鳥
郵
便
は
が
き

　

差
し
上
げ
ま
す

対
象　

身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級
ま
た
は
療
育
手

帳
Ａ
を
お
持
ち
の
か
た

枚
数 

一
人
20
枚

申
込　

身
体
障
害
者
手
帳

ま
た
は
療
育
手
帳
を
持
参

し
、
市
内
郵
便
局(

蕎
原
簡

易
郵
便
局
除
く)

へ
。
代
理

人
に
よ
る
申
込
可

締
切　

５
月
31
日(

火)

問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
１
２
、
貝
塚
郵
便
局

☎
０
７
２
・
４
３
２
・
５

２
３
３

 　

障
害
者
手
帳
の

　

住
所
変
更

　

現
在
お
持
ち
の
障
害
者

手
帳
の
住
所
と
、
実
際
に

お
住
ま
い
の
住
所
は
同
じ

で
す
か
？
住
所
変
更
を
し

て
い
な
い
か
た
は
、
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

手
続
き
・
問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
０
１
２

　国際試合でも使用されている床と卓球台で練習ができる、卓球教室を行い
ます。初心者向けと経験者向けの２コースで開催します。コースを選び、年
度内に１クールのみ参加可能です。
対象　60歳以上の市民定員　各クール12人(初めてのかた優先。多数の場
合は抽選)場所　卓球場＆ショップJOY(鳥羽165-1)参加費　無料申込　

希望クール・住所・氏名・生年月
日・電話番号またはファックス番
号・靴のサイズ(卓球用シューズがな
いかた)を電話・ファックス・Ｅメー
ルで

申込・問合せ先　
高齢介護課
☎072－433－7010
FAX072－433－7404

健康卓球で介護予防

クール コース 日　程(全５回) 申込期間

６月１日～29日の水曜
午後１時～３時

６月７日～７月５日の火曜
午前10時30分～午後０時30分

７月６日～８月３日の水曜
午後１時～３時

７月12日～８月９日の火曜
午前10時30分～午後０時30分

初心者
向け

経験者
向け

５月９日(月)
　～20日(金)

第１

第２

第３

第４

募集 　

貝
塚
市
職
員

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

◆
事
務
職
上
級　

10
人

程
度

対
象　

平
成
４
年
４
月

２
日
～
13
年
４
月
１
日

に
生
ま
れ
た
か
た

◆
技
術
職
土
木
上
級

　

10
人
程
度

対
象　

昭
和
47
年
４
月
２

日
～
平
成
13
年
４
月
１
日

に
生
ま
れ
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
か
た

①
大
学(

短
大
除
く)

で
土

木
の
専
門
学
科
を
専
攻
し

卒
業
し
た(

来
年
３
月
卒

業
見
込
み
の)

か
た

②
①
と
同
等
の
専
門
知
識

に
よ
る
経
験
が
あ
る
か
た

③
土
木
の
専
門
知
識
の
資
格
が

あ
る
か
た

◆
保
健
師　

若
干
名

対
象　

昭
和
62
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、
保
健
師
の
資
格

が
あ
る
か
た

◎
い
ず
れ
も

申
込
期
間　

５
月
31
日(

火)

ま

で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

１
次
試
験
日　

６
月
19
日(

日)

採
用
日　

事
務
職
・
技
術
職

：

令
和
５
年
４
月
、
保
健
師

：

令

和
４
年
10
月

問
合
せ
先　

人
事
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
２
４

　

貝
塚
病
院
正
職
員

　

詳
し
く
は
、
貝
塚
病
院
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
薬
剤
師　

１
人

対
象　

昭
和
57
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、
薬
剤
師
免
許
が

あ
る
か
た
。
ま
た
は
来
年
３
月

ま
で
に
取
得
見
込
み
の
か
た

申
込
期
間　

随
時

１
次
試
験　

口
頭
試
問

２
次
試
験　

面
接
試
験

試
験
日　

申
込
受
付
後
、
２
週

間
以
内
に
調
整
し
決
定

採
用
日　

薬
剤
師
免
許
が
あ
る

か
た

：

採
用
試
験
合
格
決
定
日

の
翌
々
月
初
日

薬
剤
師
免
許
取
得
見
込
み
の
か

た

：

令
和
５
年
４
月
１
日

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

５
５
０
１

　

高
齢
者
補
聴
器

　

購
入
費
用
助
成

　

高
齢
期
難
聴
に
よ
る
閉

じ
こ
も
り
を
予
防
し
、
高

齢
者
の
積
極
的
な
社
会
参

加
お
よ
び
地
域
交
流
を
促

進
し
、
健
康
増
進
に
役
立

て
る
こ
と
を
目
的
に
、
高

齢
者
の
補
聴
器
購
入
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　

次
の
す
べ
て
に
あ

て
は
ま
る
か
た

①
貝
塚
市
の
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
か

た②
65
歳
以
上
の
か
た

③
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

か
た

④
医
師
か
ら
補
聴
器
が
必

要
と
認
め
ら
れ
た
か
た

⑤
身
体
障
害
者
手
帳(

聴

覚
障
害)

を
所
持
し
て
い

な
い
か
た

助
成
内
容 

・
左
右
い
ず
れ
か
の
耳
に

装
用
す
る
補
聴
器
本
体
１

台
分
の
購
入
費
用
が
対
象
。

一
人
１
回
限
り
。

・
管
理
医
療
機
器
と
し
て

認
定
さ
れ
た
補
聴
器
購
入

に
か
か
る
費
用
の
２
分
の

１
。
た
だ
し
、
上
限
額
２

万
５
０
０
０
円(

故
障
、

修
理
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な

ど
の
費
用
お
よ
び
集
音
器

の
購
入
費
並
び
に
診
察
料
、

検
査
料
、
証
明
書
料
、
送

料
そ
の
他
購
入
の
た
め
に

要
し
た
費
用
は
助
成
対
象

外)

。

※
助
成
決
定
前
に
購
入
し

た
機
器
は
助
成
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

高
齢
介
護
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
１
０
、
FAX
０
７
２
・
４

３
３
・
７
４
０
４
、
Ｅ

メ
ー
ルkoreikaigo@cit

y.kaizuka.lg.jp

メールはこちら


